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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
早
稲
田
ゆ
き
君
提
出
町
村
の
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
の
あ
り
方
等
に

関
す
る
論
点
整
理
の
た
め
の
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
が
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
に
取
り
ま
と
め
た

「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
論
点
整
理
」
（
以
下
「
論
点
整
理
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
今
後
、
社

会
保
障
審
議
会
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
及
び
生
活
保
護
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
議
論
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
福
祉
事
務
所
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す

る
事
務
所
を
い
う
。
）
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
未
設
置
町
村
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
相
談
事
業

（
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
業
を
い
う
。
）
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
未
設
置
町
村
に
よ
る
相
談
事
業
」
と
い
う
。
）
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
部
会
に

お
け
る
議
論
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
必
要
性
を
ど
の
く
ら
い
の
町
村
が
感
じ
て
い
る
か
」
に
関
す
る
「
調
査
」
に
つ
い
て
は
、
同
省
「
令

和
二
年
度
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
費
等
補
助
金
社
会
福
祉
推
進
事
業
」
に
よ
る
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の



 

２ 

 

実
施
状
況
の
把
握
・
分
析
等
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」
で
行
わ
れ
た
調
査
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
一
項
に
基
づ
き
生
活

困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
を
行
う
都
道
府
県
が
設
置
し
た
相
談
窓
口
が
管
内
に
「
設
置
さ
れ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
か

つ
、
福
祉
事
務
所
未
設
置
町
村
に
よ
る
相
談
事
業
を
「
実
施
し
て
お
ら
ず
、
当
面
実
施
予
定
は
な
い
」
又
は
「
わ
か
ら
な

い
」
と
回
答
し
た
福
祉
事
務
所
未
設
置
町
村
の
う
ち
、
福
祉
事
務
所
未
設
置
町
村
に
よ
る
相
談
事
業
を
実
施
す
る
必
要
性
に

つ
い
て
、
「
と
て
も
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
」
又
は
「
ま
あ
ま
あ
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
町
村
の
合
計
の
割

合
は
、
四
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

検
討
会
に
お
い
て
、
お
尋
ね
の
「
改
善
策
」
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
議
論
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
福
祉
事
務
所
未
設
置

町
村
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
論
点
整
理
に
お
い
て
、
「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
他

分
野
に
お
け
る
取
組
や
既
存
の
社
会
資
源
を
活
用
し
、
こ
れ
ら
を
生
活
困
窮
者
支
援
に
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
困
窮
者

に
対
す
る
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
論
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
福
祉
事
務
所
未
設
置
町
村
に
よ
る
相
談
事
業
に
関
し
、
御
指
摘
の
「
義
務
化
」
、
「
補
助
率
の
引
き
上
げ
」
及
び

「
人
的
体
制
を
整
え
や
す
く
す
る
方
策
」
に
つ
い
て
は
、
論
点
整
理
や
部
会
に
お
け
る
議
論
等
を
踏
ま
え
、
慎
重
に
検
討
し



 

３ 

 

て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

論
点
整
理
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
法
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
生
活
困
窮
者
就
労
準
備
支
援
事
業
や
法
第
十
六
条
第

三
項
に
規
定
す
る
認
定
生
活
困
窮
者
就
労
訓
練
事
業
に
関
し
、
「
小
規
模
自
治
体
に
お
い
て
も
実
施
で
き
る
よ
う
、
国
や
都

道
府
県
が
自
治
体
の
主
体
性
を
活
か
し
な
が
ら
積
極
的
に
広
域
実
施
に
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
、
「
社
会
資
源
の
開

拓
・
活
用
に
関
す
る
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
等
の
活
動
を
充
実
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
っ
た
論
点
が
示
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
町
村
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
就
労
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
論
点
や
部

会
に
お
け
る
議
論
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
広
域
で
の
対
応
」
及
び
「
そ
の
サ
ー
ビ
ス
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
、
町
村
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
部
会
に
お
け
る
議
論
等
を
踏
ま
え
つ

つ
、
御
指
摘
の
「
ア
ク
セ
ス
」
の
し
や
す
さ
の
観
点
も
考
慮
し
て
、
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 


